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         官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォーム 

「サウンディング」 

案件登録様式 

■ 記入票    

項目 記入欄 

１．サウンディング情報  

①団体名 埼玉県狭山市 

こども支援部入曽地区子育て支援拠点等整備プロジェクトチーム 

②事業名 入曽地区子育て支援拠点施設等整備事業 

（若い世代向け住宅用地の整備） 

③本事業の現在の検討ス

テージ 

 

1.事業発案  

2.事業化検討 

3.事業者選定 

4.その他（                     ） 

④サウンディングの目的 １ 市内中学校及び乳児保育所跡地の一部（以下「対象地」という。）に 

 若い世代や子育て世代をターゲットとした住宅用地を整備するため、 

基本計画では、本市から民間事業者への売却を想定している。 

２ 対象地の隣接地には、現在、公共広場や児童館及び保育所を複合化 

した子育て支援拠点施設の整備を進めており、令和 6 年１月の開所を 

予定している。 

対象地から徒歩約１０分に位置する西武新宿線入曽駅前には大型 

 商業施設が立地する予定である。 

このことから、対象地の周辺は、若い世代や子育て世代をターゲッ 

トとした環境が整えられつつある。 

３ 対象地を住宅用地として売却する場合、若い世代に向けた販売方法 

等の企画提案を求めていくことを検討している。 

４ 上記のように、現在は、対象地の活用方法として住宅用地を想定し 

ているが、住宅用地以外の用途としての活用可能性や民間事業者のニ 

ーズについても把握したい。 

 

上記の観点から、本市が検討する条件について、民間の参画条件とし

て合うものかどうかを確認するとともに、本市が想定すること以外の手

法について、民間事業者が有する柔軟なアイデアを取り入れたいと考

え、サウンディングを実施するものである。 

⑤民間事業者に対する質

問事項 

１ 事業手法について 

（１）対象地（約 3,000 ㎡）を住宅用地として、民間事業者に売却する 

場合 

  ア 対象地（約３，０００㎡）を一括売却する場合の参画可能性 

イ 公募条件に次の 4 点を設定した場合における民間事業者から 

の提案可能性 

 ① 若い世代の定住促進につながる企画（住宅の仕様、価格設定、 

販売・ＰＲ方法）提案をすること。 
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② 市のゼロカーボンシティ共同宣言（２０５０年までに二酸化 

炭素の排出実質ゼロを目指すもの）に寄与し、環境に配慮した 

設備の設置や住宅仕様に関する提案をすること。 

③ 住宅用地の一部に事業者の提案により既存道路と公共広場 

をつなぐ道路を整備すること。 

④ 周辺住宅地や子育て支援拠点施設（保育所・児童館）、公共広 

場と調和すること。 

（２）対象地（約 3,000 ㎡）の全部又は一部について、住宅用地以外の 

用途としての活用する可能性 

 

２ アイデア・提案について 

（１）対象地（約 3,000 ㎡）を住宅用地として、民間事業者に売却する 

場合 

  ア 市から事業者へ対象地を売却した後から住宅として一般販売・ 

賃貸開始までのスケジュールについて 

イ 地域コミュティ醸成に寄与するアイデア・提案 

ウ 環境に配慮した設備や住宅仕様に関する提案 

エ 災害時におけるレジリエンス機能に関する提案 

オ 若い世代として想定される年齢層について 

カ その他、行政に期待する支援や配慮してほしいこと 

（２）対象地（約 3,000 ㎡）の全部又は一部について、住宅用地以外の 

用途として活用する場合 

事業の実施にあたり、行政に期待する支援や配慮してほしいこと 

⑥対話を希望する業種 

※該当する番号に○（複数可） 

1.設計    2.建設    3.不動産     

4.金融機関    5.維持管理    6.コンサルタント     

7.運営（       ）8.その他（      ） 

⑦対話を希望する事業者

の事業展開エリア 

1.全国展開している事業者   2.当該エリア外の事業者  

3.地元事業者      4.その他（エリア制限なし） 

２．事業概要  

（１）基本情報  

①事業の分野 

※該当する番号に○（複数可） 

１.公有財産利活用 ２.都市公園 ３.観光施設  

４.教育・文化関連施設 ５.賃貸住宅・宿舎等  

６.廃棄物処理施設・斎場  

７.インフラ施設（     ）８.その他（    ） 

②事業の種類 

※該当する番号に○（複数可） 

1.新設    2.建替え    3.改修   4.維持管理・運営 

5. その他（公有地を活用した条件付き住宅整備） 

③想定する事業類型 

※該当する番号に○（複数可） 

1.サービス購入型   2.収益型   3.混合型 

4.その他（公有地を活用した条件付き住宅整備） 

④想定する事業の手法 

※該当する番号に○（複数可） 

１.PFI 事業（ ）方式 ２.DBO 方式 ３.包括的民間委託 ４.指定管理

者制度 ５.コンセッション 6.Park-PFI 7.土地の賃貸借 、８.建物

の賃貸借  ９.その他（公有地を活用した条件付き住宅整備） 

⑤事業内容 

※事業の内容を簡潔にご記入下さい 

市内中学校及び乳児保育所跡地を活用し、同跡地南西に地域交流セン

ター、同跡地南東に子育て支援拠点施設（保育所と児童館の複合施設）、
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同跡地北東に公共広場を整備し、跡地北西には若い世代向け住宅用地と

して本市から民間事業者へ売却することを計画しているものである。 

⑥現状及び課題 １ 現状 

地域交流センターは令和２年度に開所し、子育て支援拠点施設及び 

公共広場は、現在民間事業者による整備が進められ、令和６年１月の 

開所を予定している。 

 若い世代向け住宅用地は更地（中学校及び乳児保育所は除却済み） 

であり、周囲を木柵及びフェンスで囲っている。 

２ 課題 

対象地を若い世代向け住宅用地として市から民間事業者へ売却す 

ることを計画で位置付けているが、同地の市場性や本市が想定する手 

法や条件による民間事業者の参画可能性等について把握し、計画を深 

化させていく必要がある。 

⑦前提条件 

※事業化にあたって事業者に

考慮してほしい事項等を簡

潔にご記入ください 

若い世代向け住宅用地として民間事業者に売却する場合、以下の条件

を設定することを検討している。 

１ 若い世代の定住促進につながる企画（住宅の仕様、価格設定、販売・ 

ＰＲ方法）提案をすること。 

２ 市のゼロカーボンシティ共同宣言（２０５０年までに二酸化炭素の

排出実質ゼロを目指すもの）に寄与し、環境に配慮した設備の設置や

住宅仕様に関してモデルとなる提案をすること。 

３ 住宅用地の一部に事業者の提案により既存道路と公共広場をつな 

ぐ道路を整備すること。 

４ 周辺住宅や子育て支援拠点施設、公共広場と調和に配慮すること。 

⑧事業スケジュール（予定） 令和６年度 上半期   民間事業者公募、選定後 

令和６年度 下半期以降 民間事業者による住宅販売・整備 

（２）対象地  

①所在地（交通情報含む） 埼玉県狭山市大字南入曽字前原４２８番７他４筆   

（西武新宿線入曽駅から徒歩約１０分） 

②敷地面積 約３，０００㎡ 

③土地利用上の制約 第１種低層住居専用地域 

④所有者 市 

⑤周辺施設等 １ 対象地南側  地域交流センター（公民館機能）が令和２年度開所 

２ 対象地東側 子育て支援拠点施設及び公共広場を整備し、令和６年 

１月開所予定 

３ 対象地北側 診療所が立地 

⑥対象地周辺の環境 住宅地 

⑦その他 

(上記項目以外の情報、特徴、

留意すべきこと等） 

１ ２０２４年（令和６年）１月に対象地の隣接地に子育て支援拠点施 

設（保育所と児童館の複合施設）及び公共広場が開所予定 

２ ２０２５年（令和７年）３月に対象地から徒歩約１０分程度に位置 

 する西武新宿線入曽駅前に大規模商業施設が開業予定 

■ 添付資料 

（１）入曽地区子育て支援拠点施設等整備基本計画 

（２）入曽地区子育て支援拠点施設等整備事業に関するページ（狭山市公式ホームページ） 
URL;https://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/shisaku/iruma/irisochikukosodate/index.html 

https://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/shisaku/iruma/irisochikukosodate/index.html

